
第  号議案

神戸市手数料条例の一部を改正する条例の件  

神戸市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和７年２月 18日提出

神戸市長  久   元   喜   造

神戸市手数料条例の一部を改正する条例

神戸市手数料条例（平成 12年３月条例第 77号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（手数料）  （手数料）  

第２条  市長は、次の各号に掲げる事

務につき、それぞれ当該各号に定め

る額の手数料を徴収する。  

(1)～ (65) ［略］  

(66) 毒物及び劇物取締法（昭和 25

年 法 律 第 303号 ） 第 ４ 条 第 ２ 項 の

規定に基づく毒物又は劇物の販売

業の登録の申請に対する審査  １

件につき  １万 4,700円  

(67) 毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 第 ４ 条 第

３項の規定に基づく毒物又は劇物

の販売業の登録の更新の申請に対

第２条  市長は、次の各号に掲げる事

務につき、それぞれ当該各号に定め

る額の手数料を徴収する。  

(1)～ (65) ［略］  

(66) 毒物及び劇物取締法（昭和 25

年 法 律 第 303号 ） 第 ４ 条 第 ３ 項 の

規定に基づく毒物又は劇物の販売

業の登録の申請に対する審査  １

件につき  １万 4,700円  

(67) 毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 第 ４ 条 第

４項の規定に基づく毒物又は劇物

の販売業の登録の更新の申請に対
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する審査  １件につき  6,400円  

(68)～ (158) ［略］  

する審査  １件につき  6,400円  

(68)～ (158) ［略］  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び  

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は  

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ  

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  
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附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の神戸市手数料条例の規定（別表第９の 15から 22まで

の項、 29の項及び 33の項を除く。）は、この条例の施行の日以後にその工事に

着手する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替について適用する。  

 

理     由  

 毒物及び劇物取締法並びに建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律の改正等に伴い、条例を改正する必要があるため。  
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